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大
化
改
新
は
だ
皇
構
成
の
絡
封
性
の
下
拝
中
央
集
榛
的
園
家
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り、

そ
の
具
鰭
的
政
策
と
し
て
は
公
地
公
民

原
則
の
確
立
・
地
方
制
度
。
創
設
・
戸
籍、

計
院
の
作
成
・
班
田
制
の
設
定
等
の
劃
期
的
改
革
法
規
を
定
め
て
こ
れ
を
賀
行
に
移
し
た
黙
に
あ

る
と
と
は
今
更
い
ふ

主要
し
な
い
の
で
あ
る
が、
こ
の
革
新
的
意
園
は
ま
た

謝好
方
針
の
上
に
も
明
確
に
反
映
し
て
ゐ
る
06

し
か
も
そ
の
反
映
－

ほ
早
く
も
大
化
元
年
（
六
四
五
）
に
現
れ
て
来
たo

即
ち
同
年
七
月・

高
何
一践
と
百
演
の
使
が
来
朝
し
た
時
こ
れ
に
下
し
た
詔
剥
の
中
に
「
明

い－

u
I

紳
御
宇
日
本
天
皇
」
と
い
ふ
字
句
が
用
ひ
ら
れ、

日
本
と
い
ふ
園
競
が日
初
め
て
現
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
匂針。

従
来
の
氏
族
統
合
的
園
家
組
織
に
な
い
て
は、
大
和
朝
廷
の
名
が
そ
の
園
家
を
代
表
す
る
名
稀
で
あ
っ
た
の
で
あ
り、、

闘
際
的
に
は
外
園
よ

り
倭
閣
と
呼
ば
れ
て
来
た。

し
か
る
に
今
や
一
大
革
新
を
断
行
し、

強
力
な
中
央
集
権
的
園
家
と
し
て
再
出
裂
す
る
場
合、

面
白
を
一

新
す
る

た
め
に
は
従
来
の
謝
内
的
氏
族
的
園
競
を
改
め、

中
央
集
権
関
家
に
ふ
さ
は
し
く、

し
か
も
国
際
的
に
も
誇
る
ぺ
き
関
銃
を
欲
す
る
要
求
が
起

っ
て
来
る
の
ぼ
営
然
で
あ
る
。

そ
こ
で
聖
徳
太
子
が
陪…
の
賜
帝
に
遺
し
た
図
書一
に
所
謂
「
日
出
慮
天
子
」

と
い
ふ
言
葉
よ
り
ヒ
ン
ト
を
得
て
日

本
と
い
ふ
園
践
が
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う。

唐
書
の
日
本
停
に
「
倭
闘
が
そ
の
名
の
確
な
ら
ざ
る
を
い
み、

そ
の
園
の
日
の
出
づ
る
と
こ
ろ
に
近
い
の
で
、

園
名
を
日
本
と
改
め
た
」
と
い

註s

つ
で
ゐ
る
の
は
蓋
し
こ
の
間
の
事
情
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
大
賞
令
巴
至
。
て
、

外
関
使
節
に
大
事
を
宣
ぷ
る
場
合
に
は

遣
唐
使
主
新
羅
・
激
海
色
の
闘
係

／ 
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係

一
一

る 「
。号明

紳
御
宇
日
本
天
白
三乏
しー

朝
廷
の
大
事
に
用
ひ
る
場
合
に
は
「
明
紳
御
大
八
洲
天
皇」
と
詔
書
に
書
別
け
る
こ
と
が
成
文
化
さ
れ
た
の
で
あ

註5

次
に
第
二
の
現
れ
と
し
て
は
大
化
元
年
十
二
月 、
都
を
難
波
の
長
柄
豊
碕
の
地
に
還
し
た
こ
と
で
あ
るo
難
波
は
古
来
よ
り

街
外
交
渉
の
要
筒

、

に
営
っ
て
を
り 、

既
に
日
本
書
記
仁
徳
天
皇
元
年
E
月
己
卯
の
僚
に 、
難
波
高
津
官
に
皇
居
を
定
め
た
と
あ
り 、
同
じ
く

書
組
允
恭
天
皇
四
十

二
年
E
月
戊
子
の
僚
に 、
新
羅
の
貢
舶
八
十
般
難
波
に
着
い
た
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る 。
そ
し
て
従
来
の
遷
都
は
犬
腫
大
和一
圏
内
で
D
み
行
は
lI

れ
て
ゐ
た
の
に 、
大
化
改
新
に
営
っ
て
特
に
こ
の
難
波
に
都
を
還
し
た
と
い
ふ
の
は‘
聖
徳
太
子
が
解
決
し
よ
う
と
し
て
訟
に
解
決
し
得
歩 、

太
子
世
を
去
ら
れ
て
後
推
古
天
皇
三
十一
年
（
六
二一ニ〉
に
も 、
新
羅
征
伐
を
企、
て
て
効
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
朝
鮮
宇
島
問
題
に
封
し 、
新

註aり

た
な
抱
負
を
以
て
臨
ま
う
と
す
る
態
勢
を
示
し
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
果
し
て
そ
の
翌
大
化
二
年
九
月
に
は 、
改
新
の
重
要
な
参

設7

劃
者
高
向
指酔
人
玄
理
を
新
羅
に
遺
し
て
質
人
を
要
求
し
た。
質
人
要
求
は
園
玉
の
身
代
り

要
求
で
あ
っ
て
服
従
の
最
高
表
家
主
要
求
し
た
も
。

に
外
か
な
ら
な
い

。
と
Jれ

と
同
時
に
ま
た
任
那
の
調
の
進
買
を
停
止
し
た。
営
時
任
那
は
す
で
に
新
羅
に
併
呑
さ
れ
て
を
り 、

従
来
任
那
の
調

浮

と
し
て
進
貢
さ
れ
た
も
の
を
百一
・

新
羅
が
代
っ
て
受
檎
ぎ 、
任
那
の
調
と
稀
し
て
進
貢
し
て
を
っ
た
の
で
あ
る
が 、
と
の
時
こ
れ
を
駿
止
し

’E 

ー
た
と
い
ふ
の
は 、
つ
ま
り

百
済
・

新
羅
の
任
那
の
地
を
分
割
領
有
し
た
事
賞
を
容
認
し
得
泣
い
と
い
ふ
と
と
の
意
志
表
示
と
も
見
ら
れ
得
る
も

の
で
あ
h吋
と
れ
ら
の
事
買
を
過
し
て
見
て
晶 、
大
化
改
新
を
契
機
と
し
て
改
新
政
府
の
方
針
が
強
硬
外
交
に
轄
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る。

と
の
や
う
に
牟
島
に
謝
し
て
強
硬
外
交
の
決
意
を
固
め
た
改
新
政
府
は 、
そ
の
後
五
年
を
経
た
白
雑
二
年
ハ
六
五
一
）
更
に
ま
た
強
硬
態
度

を
明
か
に
し
たo
そ
れ
は
唐
の
貞
観
二
十
二
年
ハ
六
四
八）
新
羅
の
伊
喰
金
春
秋
が
唐
に
使
し
て
百
済
討
伐
の
救
援
を
懇
請
し
た
際 、
唐
朝
早’

錆
び
て
自
園
の
服
飾
盈
改
め
て
唐
制
に
従
ひ
度
い
と
誇
ひ 、
唐
朝
は
そ
D
希
望
を
喜
ん
で
金
春
秋
と
そ
の
随
行
者
濯
に
唐
の
服
飾
を
輿
へ

、
特

設日

迭
の
位
を
授
け
た。
と
れ
に
よ
り

翌
年
E
月
新
羅
は
そ
の
冠
服
を
唐
制
に
改
め
た。
そ
し
て
そ
れ
よ
り

二
年
後
の
白
雑
二
年
ハ
六
五一
〉
そ
の

里民
主
' 
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唐
服
を
蒼
用
じ
て
新
羅
の
使
が
来
朝
し
た
と
こ
る
、

我
が
政
府
は
濫
り
に
風
俗
を
襲
へ
た
と
い
ふ
理
由
の
も
と
に
そ
の
入
朝
を
担
み
、

筑
紫
よ

り
退
却
し
て
し
ま
っ
た。

し
か
も
と
の
問
題
が
政
E肘

で
評
議
さ
れ
た
際、

豆
勢
犬
毘
が
、

此
の
機
舎
に
新
羅
を
伐
た
な
け
れ
ば、

後
に
な
っ
℃

註m

’

P

必
歩
後
悔
す
る
で
あ
ら
う
と
、

即
時
新
羅
征
討
論
を
強
調
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
の
や
う
に
大
化
改
新
に
沿
い
て
は、

嘗
て
聖
徳
太
子
が
圏

内
改
革

t

を
先
き
に
す
る
た
め
に
中
正
し
た
新
羅
征
討、

住
那
復
興
と
い
ふ
停
統
的
な
鈎
外
方
針
が
新
た
な
る
革
新
的
熱
情
に
支
へ
ら
れ
て
再
び

表
面
化
し
て
京め
た
の
で
あ
る
。

じ
か
ら
ば
営
時
の
宇
島
の
情
勢
は
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
に、

百
済
は
日
本
の
委
蝿
す
る
任
那
復
興
に
就
い
て
は
こ
れ
を
途’
行
す
る
誠
意

は
な
い
が、

任
那
の
故
地
を
奪
取
じ
よ
う
と
い
ふ
野
墜
を
抱
い
て
新
羅
と
守
ひ
、

高
勾
麗
は
ま
た
新
羅
に
奪
は
れ
た
園
境
地
帯
の
土
地
を
奪
回

し
よ
う
ふ
し
て
新
羅
と
反
目
し
て
百
演
と
和
し
、

日
本
ま
た
任
那
復
興
の
宿
墜
を
抱
い
て
海
の
此
方
よ
り
機
舎
を
窺
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か

ら、

新
一維
は
宇
島
一に
在
つ
て
は
殆
E
孤
立
の
欺
的思
に
陥
っ
て
ゐ
ねo

営
時
中
国
に
な
い
て
は
惰
を
滅
ぼ
し
て
新
に
興
っ
た
唐
は
園
力
隆
盛
そ
の
威
力
半
島
巴
及
ぼ
う
と
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
新
羅
は
こ

の
新
興
園
家
唐
の
勢
力
に
鎚
っ
て
孤
立
欣
態
か
ら
股
し
よ
う
と
し
、

百
済
と
高
何
一践
が
結
ん
で
新
羅
の
唐
へ
の
入
朝
の
誼
を
絶
っ
た
と
稿
し
て

唐
の
太
宗
に
哀
願
し
た。

唐
は
新
羅
の
要
求
を
容
れ、
一

臆
高
何
麗
・
新
羅
・
百
演
の一一一
関一
に
酎
し
、
ご一
園
間
の
和
親
を
要
望
し
た
。

し
か
し

h

失
地
回
復
を
あ
せ
る
高
何
一践
は
頑
と
し
て
と
れ
に
臆
じ
な
か
っ
た
の
で
、

太
宗
は
「
皇
帝
の
命
を
奉
ぜ
やノ
隣
園
を
侵
さ
ん
と
す
る
」
侵
略
者
で

あ
石
と
の
口
震
の
下
に、

貞
観
十
八
年
（
六
四
四
）
十

t一

見
よ
り
高
句
麗
港
征
の
準
備
に
着
手
し、

翌
貞
観
十
九
年，
ハ
六
四
五
〉

第
一
次
高
何
一

麗
征
討
寧
を
派
遣
し
た。

し
か
じ
と
の
第
一
次
征
討
軍
は
安
市
城
の
匂
園
攻
撃
に
失
敗
し
て
挫
折
し
て
し
ま
ヲ
た
。

そ
の
後
も
太
宗
は
幾
度
か

高
句
麗
征
討
を
企
闘
し
た
が
そ
の
都
度
計
費
は
失
般
に
闘
し
た
の
で
吊

途
に
貞
観
二
十一
二
年
（
六
四
九
〉

太
宗
が
世
を
去
る
時
遺
詔
し
て
高
勾

註m

麗
征
伐
を
中
止
さ
せ
た。

高
句
麗
征
伐
に
失
敗
Th
た
唐
は
そ
の
策
較
を
鑓
へ
、

先
づ
比
較
的
脆
弱
な
百
済
を
討
ち、

共
慮
に
根
擦
を
据
ゑ
て
高
句
麗
の
背
後
を
衛
mm
う

遣
唐
使
ε
新
羅
・、
激
海
と
の
関
係

凶 主コ
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協暫作

と
い
ふ
計
重
を
た
て
た。
＊
そ
し
て
額
慶
五
年
〈
六
六
O
V

蘇
定
方
を
将
と
し
十
儀
寓
の
遠
征
軍
を
山
東
よ
り
海
路
百
演
に
波
遣
し、

そ
れ
に
ま
ど

た
新
羅
の
兵
力
を
も
加
へ
て
百
演
を
攻
撃
し、

そ
の
王
都
異
都
械
を
陥
落
さ
せ
た。

百
済
玉
は
熊
津
城
に
奔
っ
た
が
、

王
子
及
び
そ
の
民
衆
θ

心
は
玉
よ
り
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

王
は
迭
に
唐
寧
に
降
り、

蘇
定
方
は
園
玉
・
王
子
以
下
五
十
八
人
を
捕
虜
と
し
て
唐
の
都
に
滋
り
、

こ

と
に
百
演
は
あ
へ
な
く
も
滅
亡
し
恥ω

0

4
炉

唐
は
百
演
の
地
を
五
部
に
分
ち
熊
津
・
馬
韓
・
東
明
，
金
漣
・
徳
安
等
に
都
督
を
置
き
寧
隊
を
駐
屯
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、

百
演
の
遺
臣
鬼

E4
 

室一
脂
信
等
が
任
存
・
射
岐
・
南
山守
・
良
明
等
D
山
械
に
擦
っ
て
あ
く
ま
で
も
占
領
軍
に
反
抗
し
、

日
本
に
救
援
を
求
め
て
来
た。

百
済
遺
臣
よ
り
の
救
援
懇
請
に
臆
じ
た
日
本
で
は、

持
明
天
皇
親
ち
兵
を
率
ゐ
て
筑
紫
に
下
っ
た
が
、

筑
紫
の
行
宮
に
沿
い
て
崩
御
さ
れ、

・次
い
で
即
位
し
た
天
智
天
皇
も
ま
た
百
済
救
援
の
方
針
を
踏
襲
し
、

来
朝
中
の
百、
演
王
子
余
豊
嘩
に
五
千
の
兵
を
附
し
て
蹄
固
さ
せ
、

百
務
。

王
位
に
つ
け
て
そ
の
復
興
を
計
ら
せ
た。

そ
の
上
更
に
二
寓
七
千
儀
の
百
済
救
援
軍
を
派
遣
し
た
の
で
あ
る
が
、

日
本
軍
は
六
六
コ一
年
有
名
な

山口
村
江
の
敢
に
唐
・
新
羅
験
合
軍
に
惨
敗
じ
、

百
演
の
残
存
勢
力
も
全
く
滅
び
去
り
、

日
本
軍
は
百
演
の
選
民
を
伴
っ
て
宇
島
よ
り
撤
退
す
る

日一問
時

の
や
む
な
き
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
書
記
大
化・一
万
年
七
月
戊
辰
僚

障
害
東
夷
俸
倭
国

一一一
園
真
記
巻
六
新
羅
本
和
六
に
「

文
武
王
十
年
ハ
唐
成
亨
元
年
〉

十
二
月
倭
園
吏
漉
日
本、

自
言
近
日
所
以
鶴
名
」

・と
あ
る
が
、

恐
ら
く
新
暦
害
の
記

事
に
援
ワ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

令
義
解
七
、

会
式
令一一
一

詔
書
式

日
本
書
和
大
化
元
年
十
二
月
惑〈
卯
保

同
署
推
古
天
皇
和一一一
十
一

年
七
月
・

十
一

月

同
署
大
化
二
年
九
月
僚

末
松
保
和
氏
著
「
任
那
興
亡
史
」

3 4 6 6 す

／ 
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白
村
江
の
軟
に
な
げ
る
百
積
投
援
軍
の
惨
敗
と
い
ふ
こ
と
は、

日
本
側
の
封
外
政
策
の
上
に
一

大
輔
換
を
粛
す
結
果
と
な
っ
た。

即
ち
と
の

敗
戦
を
契
機
を
し
て
、
｝

方
に
な
い
て
は
萱
岐
・
騎
馬
・

筑
紫
等
に
防
人
を
増
置
し
、

俸
を
設
け、

水
城
を
築
い
て
園
防
を
巌
に

す
る

と
共

住
ー

に
、

他
面
に
沿
い
て
は
極
力
唐
と
の
闘
の
園
交
の
調
整
に
努
め、

所
謂
和
戦
爾
様
の
準
備
を
怠
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
唐
朝
の
艶
外
方
針
は
そ
の
文
化
の
優
越
感
よ
り
し
て
他
の
園
々
の
封
等
を
認
め
歩、

来
朝
す
る
も
の
は
ず
ぺ
て
こ
れ
を
朝
貢
使
と

見
倣
し
て
属
関
税
す
る
野
外
観
念
が
あ
り
、

そ
れ
が
儒
教
の
玉
道
思
想
と
結
び
付
い
て
、

遠
方
の
殊
俗
が
入
朝
す
る
の
は
、

中
園
皇
帝
の
仁
徳

遣
唐
使
主
新
羅
・
鋤
海
乏
の
関
係

、
事

12 11 10 9 

一一一
園
真
記
巻
革
新
羅
本
和
五
虞
徳
王
二
年一一一
月
・
一一一
年
宜
月
僚

日
本
番
組
白
雑
二
年
是
歳
僚

／

一一一
園
史
認

奮
唐
香
列
惇
東
夷．

高
麗
・
百
済
・
新
羅

新
唐
害、

東
夷
列
惇、

高
麗
・
百
済
・
新
羅

唐
曾
要
九
五、

新
羅
・
吉
湾
・
高
句
麗

一一一
圏
史
記
巻
五
新
羅
本
和
五
異
徳
王
二
年一一一
月
僚

奮
唐
書
列
俸
東
夷、

百
油開

新
唐
書
東
夷
列
停、

百
祷

唐
曾
要
九
五、

百
清

三
園
真
紀
百
済
本
和

日
本
番
組
棒
鋼
天
皇
和
六
年
・
七
年
捺

問
書
天
智
天
皇
組
元
年
・
ご
年
僚

三
園
史
認
百
済
本
記

奮
唐
香
列
惇
東
夷、

百
済
・
新
羅

新
唐
書
東
夷
列
停、

百
済
・
新
羅

fs 15 14 
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遣
唐
使
主

新
羅
・

働
海
tι
θ
閣
僚

ムハ

を
慕
っ
て
来
貢
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら、
こ
れ
を
優
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ、
所
謂
「
遠
夷
を
存
撫
す
る」
と
い
ふ
方
針
が
中
園
歴
朝
を一
貫

設
2

ず
る
停
統
的
な
外
交
方
針
で
あ
っ
た。
と
の
方
針
は
封
日
外
交
に
沿
い
て
も
例
外
注
く
現
れ
て
ゐ
る。
た
と
へ
ば
唐
の
貞
観
五
年
ハ
六
三一
〉

日
本
の
第一
回
の
遣
唐
使
犬
上
御
回
鍬
等
が
入
唐
し
た
際、
太
宗
に
謁
し
た
と
こ
る、
太
宗
は
使
節
に
封
し、
遠
方
か
ら
の
朝
貢
で
あ
る
か
ら

毎
年
入
朝
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
ふ
詔
勅
司宣
下
し
た。
そ
し
て
翌
年
犬
上
御
回
鍬
等
が
蹄
靭
の
際
に
は、
新
州
の
刺
史
高
表
仁
を
添
へ
て
日
f

本
に
遣
し、
日
本
”を
認
識
し
た
が、
高
表
仁
に
は
遠
夷
を
存
状
す
る
才
能
な
く、
日
本に
来
朝
し
て
躍
を
争
ひ、
途
に
太白郊
の
詔
書
を
停
へ
な

註
3

い
で
還
う
た
と
い
ふ
こ
と
が
新
唐
害
・
奮
唐
書
爾
書
に
見
え
て
ゐ
る。
高
表
仁
に
つ
い
て
は
日
本
側
に
は
日
本
書
紀
の
静
明
天
皇
和
四
年
ハ
六

一二
二〉
十
月
辛
亥、
高
表
仁
が
難
波
に
曲一泊
し
l

難
波
の
客
館
に
迎
へ
ら
れ
た
と
と
と、
翌
五
年
E
月
甲
辰、
高
表
仁
の
蹄
園
の
こ
主
明
記，
さ
れ

て
ゐ
る
が、
彼
の
入
京
の
有
無
や、
ま
た
唐
書
に
記
さ
れ
た
や
う
な
こ
と
は
見
え
て
ゐ
な
い。
し
か
し
聖
徳
太
子
の
外
交
に
現
れ
た
や
う

な日

本
の
自
主
的
観
念
に
立
つ
外
交
方
針
と、
前
述
の
や
う
な
諸
外
園
を
属
図
闘
す
る
唐
朝
の
封
外
観
念
と
は
氷山次
相
容
れ
左
い
も
の
の
あ
る
貼
よ

り
考
へ
合
せ
る
とι
或
は
こ
の
や
う
な
事
賓
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ。
兎
も
角
も
か
か
る
些
細
な一
一事
件
を
越
し
て是
正
て
も、
唐
朝
の
釘
日
政

策
は
そ
の
偉

統的
な
遠
夷
存
撫
方
針
以
外
に
出
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る。
故
に
百
演
を
滋
ぼ
し
た
場
合、
務
洋
を
遠
く
隔
て
た

日
本
に
謝
し
て
武
力
を
行
便
し
よ
う
と
す
る
意
志
は
少
し
も
な
く、
反
っ
て
今
後
行
は
る
ぺ
き
高
何一
麗
狂
伐
に
際
し、
日
本
を
し
て
中
立
を
守

ち
せ
万
と
と
の
有
利
な
こ
と
に
想
ひ
到
っ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
か、
百
・演
を
滅
ぼ
し
た
翌
年ハ
六
六
四〉、
唐
の
百
済
鎮
持
劉
仁
軌
が
郭
務
保
等

註
4

を
日
本
に
遣
し
て
表
函
E
献
物
と
を
進
め
さ
せ
た。
日
本
政
府
は
こ
れ
を
饗
臆
歓
待
し
た
が、
一
方
に
は
此
の
年
日
本
は
長
門
の
園
に
城
を
築

往
5

き、
封
馬・
査
岐
・
筑
紫
に
防
人
と
俸
を
置
き、
筑
紫
に
水
械
を
築
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
ま
た
そ
の
翌
年
（
六
六
五）
に
は、
唐
は
朝
散
大

註
6

0

設
7

夫
訴
州
司
馬
上
桂
闘
劉
徳
高
等
を
入
朝
さ
せ
た。
ζ
れ
に
謝
し
1

日
本
政
府
は
劉
徳
高
の
蹄
閣
の
際、
小
錦
守
君
大
石
等
を
唐
へ
波
遺
し
た。

し
か
も
と
の
年
ま
た
長
門
に
築
披
し、
筑
紫
に
も
大
野
・
橡
の
二
城
を
築
か
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
そ
り
後
二
年
を
経
てハ
六
六
七）、
唐
の
百

lunu
du
 

済
鎮
静
劉
仁
願
が
熊
津
都
督
府
熊
山
懸
令
上
位
図
司
馬
法
聴
等
を
遺
し
て、
太
山
下
境
部
蓮
石
積
等
を
筑
紫
都
督
府
に
港
ち
せ
た。
と
れ
に
酎
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し
て
日
本
側
は
同
年
十一
月
小
山
下
伊士口
博
徳、
大
乙
笠
医
諸
兄
等
を
港
使
と
し
て
遺
し
て
ゐ
る。
し
か
も
ま
た一
方
に
な
い
て
は
同
月
大
和

能
H

4

園
の
高
安
妹、
議
岐
園
の
屋
島
城、
樹
馬
の
金
田
城
を
工
築
し
て
ゐ
る。
以
上
の
や
う
に
唐
の
異
意
を
推
測
し
朱
ね
た
日
本
は、
一
方
に
は
唐

．
本
図
や
唐
の
百

済錫
腐
と
の
聞
に
相
互
に
使
節
を
往
来
さ
せ、
迭
使
に
更
に
選
使
を
附
す
る
と
い
ふ
や
う
な
鄭
重
品
弘
を
示
し
て
外
交
的
に
唐

一
方
に
な
い
て
は
唐
・
新
羅
軍
の
日
本
遠
征、
と
い
ふ
最
悪
の
事
態
に
倍
へ
て
防
備
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ

の
犀
力
緩
和
を
計
る
と
共
に、

し
か
る
に
唐
は一
方
に
拾
い
て
は
日
本
を
牽
制
し
な
が
ら
も、
一
・万
に
語
い
て
は
高
何一
麗
征
伐
の
準
備
を
進
め、
穂
章
元
年
ハ
天
智
天
皇
七

註
刊日

年、・
六
六
八〉
に
は
迭
に
高
何一
障
を
滅
ぼ
し
て
宇
島
制
堅
の
目
的
を
達
成
し
た。
そ
し
て
そ
の
翌
年
郭
務
憶
を
し
て
二
千
傑
人
を
容
ゐ
て
来
朝

：

’

 

せ
し
仇
Uっ
そ
ρ
翌

々年
に
も
ま
た
郭
務
保
等
が
二
千
飴
人
を
率
ゐ、
四
十
七
隻
の
踏
に
乗
っ
て
来
朝
す
る
でノ
あ
ら
う
と
い
ふ
情
報
が
大
宰
府
に

主主唱

還
し
た
の
除叶
唐
が一
方
に
は
高
伺
麗
征
服
。
威
力
を
誇
示
し
て
日
本
に
威
墜
を
加
へ
る
と
共
に、
一
方
に
な
い
て
は
こ
れ
を
存
撫
し
よ
う
と

す
る
停
統
的
外
交
を
用
ひ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い。

往時

と
れ
に
封
じ、
日
本
は
高
句
麗
滅
亡
の
翌
年
ハ
六
六
九〉
に
は
大
和
の
高
安
誠一
を
修
理
じ、
畿
内
の
閏
設
を
牧
め、
そ
の
翌s
年
も
引
績
き
同

じ

詑
同日
t

、

0

・

註
げ

城
の
修
築
を
行
っ
て、
穀
と
盤
と
を
こ
れ
に
蓄
へ、
ま
た
長
門
に
城
を一
つ、
筑
紫
に
二
つ
工
築
し、
六
七
O
年
に
は
栗
隈
玉
を
筑
紫
の
帥
に

任
命
す
る
争tv
盆
々
園
防
に
努
め、
特
に
唐
軍
の
圏
内
進
攻
に
備
へ
て
畿
内
の
防
備
に
ま
で
も
力
を
注
い
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が、
一
方
に
な
い

註
MM

て
ほ
ま
た
高
句
麗
滅
亡
の
翌
年
公ハ
六
九）
に、
は
小
錦
中
河
内
直
鯨
等
を
唐
に
滅
遣
し
て
ゐ
る。
河
内
直
鯨
の
使
命
に
つ
い
て
は
日
本
書
記
に

何
等
の
記
載
も
な
い
が、
新
唐
書
の
日
本
停
に
は、
日
本
が
六
七
O
年ハ
威
亨
元
年）
使
を
唐
に
遺
し
て
高
麗
の
平
定
を
賀
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
ゐ
る。
乙
の
河
内
直
鯨
の
入
唐
と、
新
唐
書
の
干
高一
路
慶
賀
使
と
の
聞
に
は
年
か
ら
い
ふ
と一
年
の
遠
い
が
あ
る。
し
か
し
河
内
直
鯨
の
入

出店
は
書
記
に
は
八
年
是
歳
と
あ
っ
て
入
唐
の
月
日
が
明
か
で
な
い。
営
時
の
入
唐
は
牟
島
を
経
由
し
た
か
ら
相
営
の
日
教
を
要
し
て
ゐ
る
bー
そ

し
て
と
の
頃
日
本
の
使
節
の
入
唐
の
例
を
見
る
と
十一
尽
か
十
二
月
に
入
居
し
て
ゐ
る
場
合
が
多
い。
河
内
直
鯨
の
場
合
も
恐

らノャ
十一
J
ニ

＼
J

遣
唐
使
芝
新
羅・
激
海
＆



i

＼
活
の
頃
で
は
町な
か
ら
う
か。
若
し
そ
う
と
す
れ
ば、
長
安
の
都
に
蚕
う
て
唐
帝
に
謁
し
使
命
を
果
す
の
は
翌
年
の
こ
と
と
な
る。
以
上
の
推
測

が
誤
り
な
い
ι
の
と
す
れ
ば、
日
本
書
記
と
新
唐
書
と
め
記
事
の一
年
の
遣
い
は
不
自
然
で
は
な
く
営
然
の
と
と
と
な
る。
従
つ

玉河
内
直
鯨

は官
新
唐
書
に
所
謂
平
高
麗
慶
賀
使
節
と
は
同一
人
で
あ
っ
た
ら
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る。
兎
も
角
も
百
本
は
高
句
麗
滅
亡
後
も一

方
に
は
益

三園
防
を
国
め
る
と
同
時
に一
方
で
は
唐
と
O
闘
交
調
整
に
努
力
し、
し
か
も
そ
の
効
果
を
皐
げ
得
た
ら
し
く、
天
智
天
皇
十
年

佐
川岬

会八
七一
）
唐
の
百
済
銭
持
劉
仁
願
が
李
員
等
を
日
本
に
遺
し
て
表
を
進
め
て
を
り、
天
武
天
皇
元
年
ハ
六
七一ニ〉
三
月、
前
年
来
朝
筑
紫
に
J

、
あ
っ
た
唐
使
郭
務
保
に
天
智
天
皇
の
喪
を
告
げ
た
と
と
る、
郭
務
悌
等
は
皆
喪
服
を
つ
け、
東
方
を
拝
し
て
三
度
哀
を
皐
げ
弔
意
を
表
し、ー
ま

た
入
京
し
て
表
主
信
物
を
進
め
た
の
で
1

政
府
は
郭
務
僚
に
給
千
六
百
七
十
三
匹
・
布
二
千
八
百
五
十
二
端
・
蹄
六
百
六
十
六
斤
を
賜
は
る
等

の
親
交
振
り
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
領

’

以
上
の
如
く、
日
本
が
白
村
江
に
敗
れ
て
よ
り、
極
力
唐
と
の
和
親
に
努
め、
朝
鮮
半
島
に
封
ず
る
政
治
的
進
出
の
望
み
を
捨
て
て、
大
化

改
新
の
完
遂
に
政
治
の
重
黙
を
務
動
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は、
従
来
の
園
際
関
係
の
上
に
大
き
な
縛
換
を
溜却
す
に
至
っ
た。

語

10a
 

日
本
書
記
天
智
天
皇
和一一一
年
是
歳
‘

拙
著
「
日
宋
貿
易
の
研
究
」

奮
唐
害
列
惇
東
夷、

倭
図
・
日
本

新
唐
書
東
夷
列
博、

日
本

日
本
番
組
天
智
天
皇
紀
三
年
五
月
甲
子
保

同
署
天
智
天
皇
和
三
年
是
歳

同
書
天
智
天
皇
和
四
年
九
店
壬
辰
・
十
一

月
辛
日
・
十
二
周
辛
亥
僚

問
書
天
智
天
皇
和
四
年
是
歳
僚

同
書
天
智
天
皇
和
四
年
八
用
保

同
書
天
智
天
皇
組
六
年
十
一

月
乙
丑
僚

同
書
天
智
天
皇
和
六
年
十
一

日月
巳
巴
僚

3 4 5 6 す8 10 9 
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日

同
書
天
智
天
皇
紹
六
年
十
一

月
是
月
僚

四

蓄
唐
害
列
停
東
夷、

高
麗

新
唐
警
東
夷
列
停、

高
麗

＝一
園
史
和
高
句
麗、・

新
羅
本
記

日
本
書
和
天
智
天
皇
紀
七
年
十
月
僚

同
書
天
智
天
皇
紀
八
年
是
歳
脇陣

同
書
天
智
天
皇
和
十
年
十
一

月
発
卯
候

同
書
天
智
天
皇
紹
八
年
是
各
保

問
書
天
智
天
皇
組
九
年
二
万
僚

問
書
天
智
天
皇
組
九
年
二
万
僚

同
書
天
智
天
皇
和
十
年
六
月
是
月
僚

同
書
天
智
天
皇
結
八
年
是
歳
僚

同
書
天
智
天
皇
和
十
年
十
一

月
発
卯
僚

天
武
天
皇
組
元
年
五
月
辛
卯
僚

21 20 19 18 17 16 15 14 13 

， 

3 

既
広
一階一
亡
び
唐
が
興
っ
た
際、

政
府
は
留
皐
生
遠
の
意
見
に
基
き、

引
績
き
唐
と
の
圏
交
を
開
き
遣
唐
使
を
波
遣
し
、

事
生
・
借
侶
を
留
事

さ
せ
て
来
た
の
で
あ
る
が、

今
や
全
く
宇
島
へ

の
政
治
的
進
出
の
望
み
を
絶
ち
、

圏
内
革
新
の
完
成
へ

と
選
港
す
る
や
う
に
な
っ
た
結
果、

大

陸
文
化
の
撮
取
と
い
ふ
こ
と
が
従
来
よ
り
も、一

居
重
要
注
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た。

か
く
し
て
従
来
大
陸
へ
の
使
節

,# 

波
建
と
い
へ
ば
兎
角
外
交
的
・
政
治
的
意
園
を
多
分
に
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が、

と
と
に
至
っ
て
全
く
政
治
的
要
素
を
失
ひ
、

そ
れ
は
唯
事

問
・
技
術
・
工
蓄
の
播
取
を
主
と
し、

貿
易
を
従
と
す
る
文
化
的
使
節
へ
と
捷
質
し
て
い
っ
た
。

浩
唐
使
一

行
D
中
に
留
皐
生
・
留
皐
借
・
欝

設
I

！

・

註
メ

師
・
軍
師
・
雅
…柴
笛
笠
師、

陰
陽
師
・
音
盤
生
・
玉
生
・
鍛
生
・
鋳
生
・

細
工
生
等
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
は
、
と
の
目
的
に
添
は
ん
が
た
め
で

遣
唐
伎
と
新
羅
・

溺
海
之
の
闘
係

調R
M ι 
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遣
唐
使
主

新
羅

主潮
海
乏
の
闘
係

。

、
あ
っ
た
の
で
あ
り 、
私
た
延
暦
二
十
三
年
（
八
O
四〉
遺一
唐
使
藤
原
葛
野
麻
呂
が
入
唐
し
た
際

、

唐
朝

に

劃
し
て
橘
遁
勢

・

償
昼
海
の
留
撃
の

ど
と
を
依
積
し 、
犬
同
元
年
（
八
O
六〉
遣
唐
使
判
官
高
階
異
人
建
成
が
留
墜
生
の
蹄
朝
許
可

を

唐
朝
に
交
渉
し
て

ゐ
る
の
は

、

遣
唐
使
に
と

UHMU吟。

っ
て

官
事
生
の
問
題
が
如
何
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
か

を

物
語
る
も
の
で
あ
る 。

と
の
や
う
に
遣
唐
使
の
重
要
性
が
増

す

と
共

に

、

新
羅
と
の
関
係
も
ま
た
白
村
江
の
敗
戦

に

こ
だ
は
る
こ
と
な
く

好
轄
し 、
天
智
天
皇
也
年 ？

以
後
屡
々
来
貢

す

る
や
う
に
な
っ

た。次

に

日
本番
組・三

園
史
記
等

に

よ

っ

て
と
れを
表

示

す

れ

ば

、

間 同 同 開 同 伺 同 天 同 同 天 日武 タ
天

回ロ
， 天 ー

本豆五 コ 皇 O 皇
． 四 ． フロ ・ 入 七 年

一占 ． ． ． 閏 ・ ー ・ ． 

月ーー 三三 ご二 l\ 六 二 O 九 九

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 文 新
武

羅
一 一 一 一 一

年七 7、� 四 三 一 九 八

西
同 六 同 六 同 開 六 六 六 同 六

七 セ 七 七 七 ャ；－、． 
七 、ノ－－＇」、． 匹 三 一 八 事己

金 金 林
‘
・王金 金 金 金 金 督 金

使
儒
好

平
情 動侍天

金子
忠盆

利

儒
薩

元
承

質
押

物
高

儒 骸東
． 

金 J等
中元

・ 1

． ． 

金
欽 金 金

節

賀
美 大

金
監

池祇
山 山

等・
比

名蘇

貢 請 貢 買 高 先 即 回国貢貢回貢

調 政調調

使

麗
匂 帝

の

賀

位慶
賜泊賜、調調

賜、調
喪 艇絹 御 雑節 吉乙 一占ヨ王 調

を 弔 集。
日 す 疋 一
本 ． 隻
に 告白 ． 

護主 五 事自
。 五

疋 。
． 疋

I 締 ・ 、
一

綿豆五。
。省 。
。 。
斤 斤
． ． 

章 掌
載一
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六
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六

六
凡
七

六
九

七
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七
O
京

金

揚

加
良
井
山
・

金
紅
世
等

金
項
那
等

同考

那
等

金
若
溺
・

金
原
升
等

金
忠
平
・

金
堂
世
等

h

金
智
詳
・

金
健
融制

金
緯
起

金
物
儒

金
智
群
・

金
健
勤

王
子
金
霜
梓
・

級
以
金
薩

塞
・

同
金
仁
遮
等

金
謹
那

金
高
訓

朴
億
徳
・

金
深
薩

金
江
南
・

金
陽
元

王
子
金
良
琳ー．
補
命
薩
猿

朴
強
固
等

金
繭
護
・

金
孝一
元

金
儒
吉
等

高
句
麗
貰
調
使
在
日
本
に
選
る

日
本
へ
の
怠
使

Jf
 

' 

高
句
麗
貢
調
使
・2
日
本
に
送
る

賞
調 、

賞
品 、

金
銀
・

織
鼎
・

錦
布
・

皮
・
馬
・

狗
・

駿
・

騎
舵

．
刀
・

旗
毎

高
句
麗
貢
調
使
を
日

本
に
選
る

新
羅
王
の
喪
主
告
戸、

諦
政
・

貢
調

新
羅
王
の
喪
を
告
F、

入

朝

買

調

貢
調 、

貢
品 、

金
銭
・

銅
・

錨
・

錦
・

絹
・

鹿
皮
・

細
布
・

霞
幡

貢
調
・

詩
政

高
勾
麗
貢
調
使
を
日
本
に
遺
る

入
唐
留
畢
生
土
師
宿
禰
甥
白
猪
史
・

賓
然
及
び
唐
に
捕
虜
左
な
れ

る
猪
使
蓮
子
首
・

筑
紫一一
？宅
建
を
選
還
すk

貢
調
＠

請
政
貢
物
細
馬
・

駿
・

犬
・

鍍
金
器
・

金
銀
・

震
錦
・

綾

羅
・

虎
豹
皮

誇
政
・

貢
調 、

金
銀
・

綿
布
・

皮
・

銅
銭
・

偶
像
・

彩
絹
・

鳥
・

馬
等
を
献
ず

弔

使
F

S

‘

、

入
唐
留
革
信
義
徳
・

静
願
・

在
唐
捕
虜
筑
紫
園
大
伴
部
博
蹴
主
港

還
す

明

，

貢

調
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蘭孫 初正
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金

巻
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車
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金 楊

昔

節等
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廉泰
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名品
貫
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目λ朝

す

。拝朝

新羅

宰
大
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図
主

貢
す

在
麿

す貢貢
調 貫 貢 大 貢

調

車朝 貢
調

貢 貢 貢 貢 靭」回貢調

特

園に

、
藤
大使
陣

調
、 跡調

調
宰府 、田 ・ 調調 調 講

貢

五

0
賜 、

と に す 自使 調に腕
園

組年種 屯主園 雑轄安 来着 今人 Zと於 々
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赫

緒

玉ご疋

王
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情

靭衡

留
生

河・ 身 め 饗改悟財 ． 絹
好

王
分卑 土しめ三物

をせ 子 毛 、 王年 ' 0 

結ぷ

遺判
官詩
唐る

執乃至にき止 稽す左 放
す
還

誠
園主一度主鶏鵡・ 疋・

一回 政大天廻却夢 即ち

、

稀す、
す

鵠憐
．

純霊三
上

絢
締
g、書2

持参
を
尭

を す
放去p

と
濁狗
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一一一

人
使 者し 疋

狩等 す 言乙 ． ． 
� 誼 道義 来車

ペを す 去p 狗 一一
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伴 言とを 綿
z、

遣
唐
使
と

新
羅

土湖
海
と
の
聞
係、ii,
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以
上
の
表
に
よ
っ
て
明
か
な
や
う
に、
新
羅
の
使
は
天
智
天
皇
七
年
ハ
六
六
八）
以
来
毎
年
乃
至
隔
年
毎
に
来
朝
し、
特
に
天
武
天
皇
時
代

ハ
六
七
三

l！一ハ
八
六〉
は
最
も
頻
繁
で
殆
E
毎
年
来
朝
し、
頻
繁
な
時
に
は
年
に
二
三
回
の
来
朝
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る。
乙
の
や
う
に
新

羅
が
従
来
の
行
き
が
か
り
主
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
や
う
な
顔
を
し
て
毎
年
園
信
を
携
へ
て
来
朝
し
た
と
い
ふ
の
段、
ム
つ
に
は
鞍
後
も
な
ほ

牟
島
に
兵
力
を
駐
し
て
墜
力
を
加
へ
て
ゐ
る
唐
に
封
ず
る
政
策
的
な
駈
引
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が、
そ
の
主
た
る
目
的
は
古
代
貿
易
の
型
で
あ

る
園
際
貿
易
の
利
潤
に
着
服
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る。
即
ち
彼
は
そ
の
園
の
特
産
物
の
金
銀
・
人
参
・
豹
虎
の
皮
等、
自
然
的
原
料
品
を
日
本弘

・
や
唐
に
貢
献
し、
そ
の
代
償、
所
謂
回
賜
と
し
て、
日
本
か
ら
は
多
額
な
絹・
総・
綿
・
総
等
を
獲
得
し、
唐
か
ら
は
金
銀
製
品・
絹
織
物
・

書
籍・
奨
品
及
び
南
方
の
産
物
で
あ
る
香
料
・
蝶
鵡
等
の
珍
貨
な
獲
得
し
た
の
で
あ
り、
更
に
ま
た
唐
よ
り
得
た
携
鵡・
孔
雀
等
を
日
本
へ
粛

し
て
と
れ
を
貢
献
す
る
と
い
っ
た
や
う
に、
園
際
問
の一
一糧
の
中
継
的
な
貿
易
を
も
行
っ
て
ゐ
た。
体
に
日
本
と
の
場
合
を
見
る
に
車
に
爾
図

政
府
間
の
贈
答
形
式
に
よ
る
公
的
貿
易
の
み
な
ち
歩、
貴
族
等
と
の
問
に
も
私
的
貿
易
が
行
は
れ
た
こ
と
は、
営
時
同
じ
く
朝
貢
し
て
ゐ
た
高

性
4

句
麗
の
使
節
が

居眠皮一
枚
を
市
に
持
っ
て
来
て
債
締
六
十
斤
で
費
ら
う
と
し
た
と
い
ふ一
例
か
ら
も
類
推
さ
れ、
ま
た
私
的
貿
易
が
か
な
り
大

規
模
に
行
は
れ
た
こ
と
は、
紳
護
景
雲
二
年
ハ
七
六
八）
新
羅
使
節
の
鷲
ら
し
た
物
質
を
貴
族
遼
に
購
入
さ
せ
る
た
め
に、
左
右
大
臣
に
大
宰

府
の
綿
各
二
寓
屯、
大
納
言
詳
・
弓
倒
御
津
朝
臣
清
人
に
各一
寓
屯、
従
二
位
文
室
異
人
滞
三
陀
六
千
屯、
中
務
卿
従一一一
位
文
室
員
人
大
市
・

時日
戸。

式
部
卿
総
三
位
石
上
朝
臣
宅
嗣
に
J各

四
千
屯、
従
四
位
下
伊一
服
部
女
王
に
A

千
屯
を
政
府
よ
り
支
給
し
て
ゐ
る
例
記
よ
っ
て
も
窺
は

れる。
即

ち
左
大
臣
以
下
に
賜
は
ク
た
大
宰
府
綿
の
綿
量
は
七
高
五
千
屯
に
達
し
て
ゐ
る。
こ
れ
を
営
時
大
宰
府
よ
り
中
央
に
港
港
さ
れ
る
綿
が
二
十
高／

酔阻
6

唱
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
へ
合
せ
て
見
れ
ば、
新
羅
と
の
貿
易
に
要
し
た
綿
が
相
営
な
量
に
上
ヲ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。
し
か
も
大
宰
府
の
綿
は
皆

時
良
質
の
綿
と
し
て
高
く
評
債
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら、
新
羅
使
節
の
日
本
入
朝
は
莫
大
な
利
盆
を
翠
げ
て
蹄
闘幽
し
た
と
と
で
あ
ら
う。

と
の
新
羅
使
節
D
京市
朝
に
艶
す
る
日
本
側
の
態
度
は
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い叩
ふ
と、
一
般
に
園
家
的
観
念
の
上
か
ら
い
っ
て
も、
外
園
使
節

の
来
朝
を
磁
迎
ず
る
の
は
各
閣
共
通
D
心
理
で
あ
る。
の
み
な
ら
歩、
外
国
使
節
の
入
朝
は
皇
帝
D
徳
を
慕
ハJ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
b
と
れ

徹、
海
tc
d
関
係

一
一草

4争
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弘

遣
唐
使
主
新
羅
・
激
海
＆
の
闘
係

一

回

' '  

MUU

同J・

を
存
撫
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
中
園
の
儒
教
的
外
交
思
想
は
ま
た
我
闘
に
も
輸
入
さ
れ
た
こ
と
は、
日
本
書
紀
に
「
異
俗
多
陣、
圏
内
安
寧」

詫
8

d

と
か
「
具
俗
重
課
来、
海
外
鼠
蹄
化、
宜
営
此
時
更
校
人
民、
令
知
長
幼
乙
次
第
及
謀
役
乙
先
後
駕」
等
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

窺
は
れ
る。
故「に
中
園
の
場
合
と
同
様
に
入
朝
の
外
圏
使
節
に
謝
し
て
は
所
謂
「
朝
恩
を一部
さ
ん
が
た
め
に」
と
れ
を
優
遇
し、
回
賜
と
し
て

多国一E
mM
物
貨
特
に
繊
物
・
綿
・
総
を
興へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
し
か
も
新
羅
は
百
済・
高
句
麗
と
共
に
古
く
か
ら
来
朝
し、
日
本
側
で
は
と
れ

を
附
庸
閣
と
見
倣
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が、
そ
の
後
新
羅
が
，次
第
に
勢
力
を
得、
唐
の
勢
力
と
結
ん
で
百
済・
高
何
一践
を
滅
ぼ
し、
日
本
と
謝

立
す
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら、
そ
の
新
羅
が
本
心
は
兎
も
角
も、
表
面
だ
け
で
も
進
貢
と
稿
し
て
来
朝
す
る
と
と
は、
日
本
に

と
っ
て
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い。
さ
れ
ぽ
天
平
十
五
年
（
七
四一一一
γ
以
後
九
年
程
そ
の
使
の
来
朝
が
結
え、
天
平
勝
費
四
年

〈
七
五
二〉
久
し
振
り
に
新
羅
王
子
泰
廉
が
使
節
と
な
っ
て
入
朝
し
た
時
に
は‘
認
し
て
「
新
羅
園
は
遠
靭
よ
り
始
め
て
世
々
絶
え
やノ
園
家
に

供
奉
す。
今
復
た
王
子
泰
康
を
遣
し
て
入
朝
し、‘
策
ね
て
御
調
を
貢
せ
し
む。
王
の
勤
誠
除
嘉
す
る
こ
と
あ
り。
今
よ
り
長
遠
に
撫
存
を
加
ふ

叫
社

。

ぺ
し
」
と
狂
喜
レ、
早
速
乙
れ
を
大
内
ハ
天
武・
持一
統〉
・
山
科
ハ
天
智〉
・
裏
我
（
膝
一脚
・
允
恭）
・
直
山
ハ
元
明
＠
元
疋）
等
の
山
陵
に
報

許
m司

、

詫
日

告
し
て
ゐ
る
の
で
あー
る。
そ
し
て
ま
た
新
羅
の
調
は
伊
勢
神
宮
及
び
七
道
諸
枇
に
捧
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ヲ
たc
殊
に
白
村
江
の
軟
に
惨
放
し
て

以
後、
日
本
は
唐
・
新
羅
蓮
合
軍
の
襲
来
を
非
常
に
憂
慮
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら、
そ
の
際
連
年
新
羅
使
節
の
来
朝
を
見
た
こ
と
は、
人
々

に
奥
へ
る
精
一抑
的
効
果
が
大
き
か
ク
た
で
あ
ら
う。

以
上
は
大
腿
精
紳
的
・
心
理
的
方
面
か
ら
見
た
場
合
で
あ
る
が、
更
に
そ
の
上
に
新
薙
と
の
闘
係
に
な
い
て
最
も
重
要
な
問
題
は
澄
唐
使
と

の
関
連
で
あ
る。
既
に
述
べ
た
や
う
に、
白
村
江
の
惨
敗
に
よ
れJ
て
惹
起
さ
れ

た我
が
封
外
方
針
の
轄
換
以
来、
最
も
重
大
な
外
交
部
門
の
仕

事
と
な
っ
て
来
先
遣
唐
使
の
入
唐
航
路
が
新
羅
の
沿
岸
を
通
っ
て
ゐ
る
関
係
上、
如
何
し
で
も
新
羅
に
そ
の
保
護
者
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
要
が
あ
っ
た。
皐
に
遣
唐
使
の
舶
が
新
羅
の
沿
岸
を
航
行
す
る
ば
か
り
で
は
な
く、
或
は
持
統
天
皇
四
年ハ
六
九
O）
入
唐
留
塵
借
智
宗
・

義
徳
・
滞
願
等
が
唐

より
新
羅
に
至
り、
新
羅
よ
り
同
園
設
使
次
奈
未
金
高
訓
等
に
法
ら
れ
て
無
事
院
朝
し
た
場
合、
或
は
承
和
六
年
（
八
三

＼ 

h

a
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＼

÷
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「
｝

〆
jr

九）
遣
唐
大
使
藤
原
常
嗣
等
が
日
本
で
建
治
さ
れ
た
遣
唐
使
舶
の
脆
弱
な
の
を
嫌
ヲ
て
中
閣
の
楚
州
よ
り

新
羅
般
九
隻
を
傭
っ
て
蹄
朝
し
た

詑m

・

，

，

例 、
或
は
ま
た
承
和
十
年
ハ
八
四
三
V

入
唐
借
間
載
の
弟
子
仁
好
・

順
昌
等
沢
本
園
巴
衣
糧
を
乞
ふ
た
め
に
新
羅
人
張
公
請
の
船
を
傭
つ
℃
長

註
u

．

一

－

門
に
時
着
し
た
事
賞
に
沿
い
て
見
ら
れ
る
や
う
に 、
遣
唐
使
や
官
接
生
の
大
陸
へ
の
往
来
に
は
新
羅
政
府
乃
至
は
そ
の
民
間
の
力
を
借
り
る
場

合

が多
か
っ
た
の
で
あ
る。
故
に
遣
唐
使
を
波
遣
す
る
場
合
に
は
如
何
し
て
も
新
羅
と
和
親
闘
係
を
結
び 、
そ
の
保
護
を
依
頼
す
る
必
要
が
あ i

っ
た
J

和
銅
二
年
〈
七
O
九
ν

新
羅
使
節
金
信一
隅
知
入
朝
し
た
時 、
右
大
臣
藤
原
不
比
等
が
金
信一
臓
を
太
政
官
。
排
官
の
属
内
に
引
見
し 、

「
新
羅
園
使
入
朝
の
際 、
執
政
大
臣
が
親
し
く

談
話
を
交
し
た
こ
と
は
今
ま
で
一
度
も
な
か
う
た 。
今
度
新
例
を
開
い

τ首
悟
す
る
と
と
に
し

た
の
は 、
両
闘
が
益
々
和
親
闘
係
を
国
め 、
親
し
く

往
来
し
た
い
と
思
ふ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
左
い
」
と
い
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
な

往
路

や
う
に 、
日
本
側
も
白
村
江
の
怨
み
を
捨
て
て

、一
び
和
親
闘
係
乞
結
び 、
そ
れ
に
よ
っ
て
遣
唐
使
の
安
全
と
便
宜
と
を
得
ょ
う
と
し
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い 。
故
に
こ
の
目
的
の
下
に、
日
本
側
か
ら
も
度
々
新
羅
へ
使
館
を
沃
遣
し
た。
次
に
そ
れ
を
日
本
書
紀
・
三
園
史
記
等
の
記

載
に
よ
っ
て
表
示
す
れ
ば 、

天
武
天
皇
四・
七

一

六

六

七

式

節

一

大
使
大
伴
蓮
闘
麿
副
使
三一

宅
吉
士
入
石

一

大
使
物
部
蓮
麻
呂・
小
使一

山
背
直
百
足

一

大
使
釆
女
巨
竹
羅・
小
使一

雷
瞳
公
楯

一

大
使
高
向
朝
臣
麿
小・
伎一

都
努
朝
臣
牛
甘

一

同

一
王
の
J

献
謹
一物、
馬・
犬・
鶴
鵡・

田
中
巨
法
麻
呂

一
時

朝

7

蜘
野
期
巨
毛
野
伊
吉
蓮
博

日
本
年
月
一

新

羅

年

使

事日

雑

名

載

文
武
王

六

七

七

五－
一
O

同

同

神
文
王

六
八

！買j

一

0・
七

一一一一・一一一

六
八
五

五
）

同

同

新
羅 ー

一
四・
五

持
続
天
皇一一一・
E

同

同

六
八
六

問

六
八
九

孝

昭

王

四

九・
七

六
九
五

遣
唐
使
と

新
羅・
樹
海
左
の
関
係

五

& 



＇一島， 

一

費縄 平天 問 問 阿 同 問 向 天 神 間 養 和 同 慶 大 同 武文

一勝費 一四 一
O 五 . �＝ 

． ． 一 ＠ ＠ ． 

平 亀 老 銅’
雲 賓 天

一一一 一一一 2白.:;. 

九 八 四 元 ． 二 五 ・ 元元 ・ 四
． ． ． ・ 閏 － ． ． ー一‘ ＠ ． ’ー・ ＠ 

二 八 O 八 四 三 二 二 八 八 七 三 九 一 八 九 O 五

嘉 同 景 同 同 同 孝 同 同 同 問問 同 同 翠 同 同 1 同
丈 徳 成 徳
王

王 玉 王
一 一 一一一 一一一 一一 一一 一 一 一
五 二 元 四 元 五 一 三 八 七 一 五 三 O 九

七 七 七 七 向 同 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 同 七
七 五 四 四 三 三 三 二 一 一 一 0 0 0 。

日

本

年

月

新

羅

年

西

宿主

庚

言首堅 調 年
呂

1節
繭 繭豊麻

小 名石
三 鱗麻 野 佐麻呂中 成 呂
等 呂 呂 養

馬

＠ ＠ ｜ 名人 四 国j 小

使

海

遺唐

列官

王新経 新緯 蕗遺し俊を 蒔主主主

、 日 朝新羅

無

田、伊勢神宮

・

朝

狩等 無 く 告祉
Eと 躍 r ・

へ 特
る め

迎 在

紫住筑吉
？と て

新論
羅

1 をW

目

五

位以上‘ 

b 引 ・
に 見 八
使 せ 幡
す。 ず、

組
こ

： 五唱、六• 

廻去p
． るイ立

香椎r
民

A司、

者あ 以下す
り四

に 十

喜善 ·-

新羅玉 朝開、

朝 への 孔雀 費量

贈品 及び

4妻 錦、 珍物
．－噌幅，・ ？」�
匹．献
． 車内

施 す
四
。
匹

·'·· 
l載

D 

〆

遣唐
使 3

2こ

新
羅
． 

溺海
3二
の

係闘世

『ー
も

六



、

大
伴
宿
禰
峯
蹴
昌

中

止

七
九
九

昭
聖
王

元

同 延

暦一
八
品
四

不
詳

商
圏
交
碍
・
結
好

． 

八
O一一一

京
批
正

四

二一一一・
五

同

日
本
園
使
黄
金一一一
O
O
雨
主
新
羅
に
謹
む

赴
任の
賛
否
不詳

五

八
O
匹

同

同

． 

同

不 大
伴詳松左苧
麻
呂

新
羅
玉、
日
本
園
使
を一克
殿
に
引
見
す

同

同大
同

七

八’
O
六

11用
O
八

同

一元・一一一

同

日 日
本 本
圏 園
使 J 使
新 を
羅 厚
に 遇
着 す
す

’
＝一・一一

同

同

九

貞
J

観
大・

景
丈
王
四

八
六
回

同同

日
本
図
使
黄
金一一一
O
O
雨 、
明
珠一
一
箇
を
新
羅
に
謹
む

一応
慶
六・
四

憲
康
王
凡

八h
1'‘ 

以
上
表
に
よ
っ
て
見
る
に
遺
新
羅
使
の
霊
方
至
任
命
は
前
後
三
十
回
程
に
も
及
ん
で
ゐ
る。
し
か
も
天
武
天
皇
時
代
ハ
六
七一二

lll
六
八お

六〉
の
十
三
年
聞
に
は
五
回
も

派
遣
さ
れ 、
二
年
牛
に一
回
の
割
合
と
い
ふ
頻
繁
さ
た
の
は 、
白
村
江
の
惨
段
以
来
の
雨
園
聞
の
緊
張
し
た
開

係
を
緩
和
調
整
す
る
意
味
を
有
っ
た
も
の
で
あ
ち
う 。
そ
し
て
雨
園
闘
係
の
和
親
如
何
は
取
り
も
直
さ
や
遣
唐
使
派
遣
の
上
に
密
接
な
影
響
を

が

も
っ
て
来
る。
後
に
述
べ
る
や
う
に 、
新
羅
と
の
関
係
が
惑
化
し 、
相
互
に
相
手
方
の
使
節
を
担
否
す
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
も 、

賓
議
十
年

ハ
七
七
九〉
二
月 、
遣
唐
使
判
官
海
上
三
狩
が
館
朝
し
よ
う
と
し
て
新
羅
ま
で
来
た
が 、
そ
こ
で
蹄
朝
出
来
予
留
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
た
日

本
政
府
は 、
と
れ
を
迎
ひ
取
る
た
め
に
1

大
宰
府
少
監
下
道
長
入
を
新
羅
へ
派
遣
し、
同
年
七
月
新
羅
政
府
が
三
狩
を
捜
し
求
め 、
薩
栓
金
蘭

4孫
を
法
使
と
し
て
日
本
に
設
a

届
け
て
来
た
際
は 、
日
本
政
府
ほ
港
使
の
身
分
の
低
い
こ
と
を
不
聞
に
附
し 、
そ
の
功
績
を
嘉
し
て
特
に
そ
の

駐
日

入
京・
入
朝
を
ゆ
る
し
て
ゐ
る
｛
例
に
よ
っ
て
見
て
も
如
何
に
澄
唐
使
と
い
ふ
と
と
が
重
要
観
さ
れ
て
を
っ
た
か
が
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う 。

し
か
る
に
天
智
天
皇
七
年
ハ
六
六
八〉
高
何一
障
が
亡
ん
で
後 、
唐
の
保
護
下
に
属
し 、
難
林
州
大
都
替
府
の
綿
披
を
附
興
さ
れ
て
ゐ
た
新

f

羅
は 、
次
第
に
唐
の

努力
を
半
島
主
り

排
除
し
1

天
武
天
皇
凶
年
会ハ
七
六〉
に
は
唐
は
牟
島
よ
り
そ
の
鎮
将
を
引
揚
げ
て
し
ま
っ
た
の
で）

遣
唐
使
之
新
羅・
激
海
＆
の
関
係

七

e戸



叶－· 色

遣
唐
使
主
新
羅
・

潮
海
之
の

関
係

r，』

日代
目

、＼
牟
島
の
統一
と
い
ふ

判判羅
の
宿
撃
が
達
成
さ
れ
た。
そ
の
結
果、
従
来
日
本
と
の
衝
突
を
避
け、
旦
つ
ま
た
貿
易
の
利
潤
を
牧
め
る
た
め
に

は、
園
家
の
韓
面
の
少
々
位
ゐ
の
損
傷
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て、
日
本
の
下
風
に
甘
ん
じ
て
来
た
因
襲
的
な
属
図
的
態
度
を
か
な
ぐ
り
拾
℃

て、
日
本
拡
釘
し
次
第
に
封
等
的
な
態
度
を
示
す
や
う
に
な
っ
て
来
た。
そ
し
て
或
は
園
競
を
玉
城
園
と
改
め
て
来
朝
し
て
入
朝
を
担
否
さ
れ

詫
向日

九
υ

た
り、
或
は
そ
の
粛
し
た
図
書
の
中、
に
従
来
調
と
い
ふ
語
を
用
ひ
た
箇
所
を
土
毛
と
記
し
た
た
め
に、
先
例
に
遣
い
常
躍
を
失
す
る
と
い
ふ
程

品一位

－u

由
の
下
に
議
賞
さ
れ
た
上、
入
京
を
担
絶
さ
れ
た
り、
或
は
ま
た
天
千
四
年
ハ
七
二
七）
来
朝
の
際
に
は
自
ら
三
年
毎
に一
貢
の
制
を
規
定
す

註
初

る
や
う
日
本
側
へ
申
請
し
て
置
き
な
が
ら、
自
ら
そ
の
規
定
な
破
り、
朝
貫
主
怠
る
や
う
に
・な
っ
た
り、
兎
に
ま
た
日
本
側
で
は
使
節
の
身
分

曲

、
を
王
子
或
は
執
政
大
夫
と
規
定
し
要
求
し
て
ゐ
る、の
に
も
拘
ち
ゃノ、
，次
第
に
低
い
地
位
。
者
を
使
と
L
て
来
朝
さ
せ
る
や
う
に
な
っ
て
来
て
日

二点
ま
た
日
本
も
新
羅
を
麗
園
践
す
る
停
統
的
な
観
念
に
把
は
れ
て、
新
羅
が
宇
島
か
ら
唐
の
勢
力
を
繭事

逐
し
て
統一
関
家
に
ま
で
成
長
し
た
現
賞
を
直
観
し
よ
う
と
は
せ
歩、
依
然
こ
れ
を
属
国
践
し、
王
子
乃
至
執
政
大
夫
の
減
法
主
新
羅
に
要
求

本
側
の
感
情
を
刺
激
し
た
り
し
た。

し
な
が
ら
も、
日
本
側
の
遺
新
経
使
に
は
従
五
位
程
度
の
下
級
官
吏
を
汲
遣
し、
し
か
も
そ
の
接
待
掛
と
な
っ
た
新
経
側
の
官
吏
が
下
綾
官
吏
で

性
幻

あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
憤
然
と
し
て
使
命
を
果
さ
や
蹄
朝
す
る
も
の
が
出
る
主
い
ふ
有
様
で、
こ
の
感
情
。
釘
立
摩
擦
が
・次
第
に
尖
鋭
化
し
た
結

許
奴

果、
天
卒
賓
字
三
年
（
七
五
九〉
頃
よ
り
同
六
年
頃
に
至
る
間
に
は、
新
羅
征
討
計
事一
さ
へ
企
て
ら
れ、
し
か
も
そ
れ
が
具
鐙
化
さ
れ
て、
或

註
勾

は
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
道
に
五
百
艇
の
兵
船
建
議
を
謀
し、
或
は
美
濃
・
武
競
雨
園
の
少
年
二
十
人事つ
つ
を
選
ん
で
新
羅
語
の
練
脅
を

註
川崎

詫
部

行
は
せ、
或
は
遠
征
に
備
へ
て
調
練
が
行
は
れ
る
等、
雨
闘
の
関
係
は
極
度
に
緊
張
L、
悪
化
す
る
や
う
に
な
ハJ
て
来、
J

新
羅
側
も
日
本
の
使
節

血帯

設

相J

の
暴
慢
無
贈
を
嫌
ハJ
て
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
ふ
態
度
に
出
光。
と
の
や
う
な
険
惑
な
事
蕗
と
友
つ
て
は、
最
早
遣
唐
使
の
保
護
を
依
頼
す
る

と
と
な
ε

は
全
く
不
可
能
な
有
様
と
な
っ
て
来
た。
遣
唐
使
舶
の
技
術
が
未
だ
進
歩
し
て
ゐ
な
か
っ
た
文
武
天
皇
D
時
代
よ
り、
蹴
に
牛
島
西

海
岸
を
沿
岸
航
携
す
る、
比
較
的
安
全
な
所
謂
北
路
を
捨
て
て、
海
上
の
危
険
率
の
最
も
高
い
南
路
を
開
く
ぞ
う
広
な
っ
て
来
た
の
は
全
く
こ

う
し
た
日
羅
関
係
の
悪
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る。

勾 l ‘

哩�

“ 
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註
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績
日
本
後
紹
承
和一一一
年
四
月
丁
酉
保 ～

延
喜
式
三
O 、
大
蔵
「
時間
使
給
法下
入
諾
蕃
使」

奮
唐
香
列
停
東
夷 、
倭
園・
日
本

新
唐
警
東
夷
列
停、
日
本

日
本
書
記
斉
明
天
皇
五
年
七
月
庚
寅
僚

績
日
本
紐
純
護
景
雲
二
年
十
月
甲
子
保

問
書
紳
護
景
雲
三
年一ニ
月
乙
未
僚

目
本
書
和
崇
神
天
皇
和
十
一
年
是
歳
僚

同
書
同
十
二
年一
ニ
庁
丁
亥
僚

績
日
本
和
天
平
勝
費
四
年
六
封
己
丑
僚

同
書
同
年
間一一一
月
乙
亥
僚

問
書
慶
雲一一一
年
間
正
月
戊
午
保

日
本
書
和
持
続
天
皇
和
四
年
九
月
丁
百
保

績
日
本
後
初
承
和
六
年
八
月
己
巴
・

十
月
丁、
巳
僚

績
日
本
後
和
承
和
十
年
十
二
月
選〈
亥
保

入
唐
求
法
巡
臆
行
記
曾
昌
三
年
十
二
月
・

同
四
年
二
B
保
’

蹟
日
本
和
和
銅
二
年
五
月
壬
午
僚

問
書
賓
詣
十
年
J一
月
甲
申・
同
七
月
丁
丑
・
同
十一
年
E
月
辛
亥
保

奮
唐
害
列
停
東
夷 、
新
羅

新
唐
書
東
夷
列
偉
新
羅

唐
曾
要
九
五 、

謹

績
日
本
和
天

平老
年
正
月
発
丑
保

問
書
同
十
五
年
四
月
甲
午
僚

同
書
同
四
年
五
月
壬
子
保

／ 

.2 ι 3  4 5 6 7 8 14 13 1.2 11 10 9 

／ 

17 16 15 
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20 19 18 

遣唐使
と
新
羅・
勃
海
と
の
闘
係
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同
書
同
九
年
二
月
己
宋
捺

同

書

同
署
天
平
賓
宇一一一
年
八
月
壬
午
僚

d

同
書
天
平
費
宇
五
年
正
月
乙
未
僚

同
署
天
平
賓
宇
五
年
十
一

月
了
酉
保

三
園
史
記
九
、

新
羅
本
和
九、

景
徳
王
十
＝
年
八
月
僚

4 

し
か
る
に
了
度
乙
の
頃
ま
た
溺
海
の

使節
が
我
が
閣
に
来
朝
す
る
や
う
に
な
っ
て
来
た。

溺
海
は
八
世
妃
の
は
じ
め、

高
句
麗
の
故
地
に
園

を
建
て
、

二
代
J

の
武
義
王
は
海
を
渡
っ
て
山
東
の
登
引
を
侵
し
た
の
で
、

唐
心
玄
宗
は
兵
を
出
し
て
溺
海
の
本
圏
の
南
部
を
筒
い
た
が
大
雪
と

軒目

1

山
路
の
険
悪
の
た
め
に
失
敗
に
節
し
た

G

営
時
唐
と
新
羅
と
の
関
係
は、，
新
羅
が
文
武
王
の
時
百
済
と
高
句
麗
の
故
地
を
占
領
し、

唐
軍
を
撃

破
撤
退
さ
せ
て
よ
り
一
時
不
和
の
朕
態
に
あ
っ
た
が、

文
武
王
苑
し
、

紳
文
王
が
即
位
し
た
際
会ハ
八
一
〉、

唐
高
宗
が
伎
を
遺
し
て
こ
れ
を
新

註
2

羅
王
に
冊
立
し、

先
王
の
時
取
上
げ
た
官
偉
を
再
び
襲
績
さ
せ
た
頃
よ
り
繭
閣
の
関
係
は
蓄
忙
復
し、戸
そ
の
後
新
羅
の
使
節
は
殆
ど
毎
年
の
如

く
唐
に
派
遣
さ
れ
て
朝
貢
を
鰻
け、

或
は
新
羅
王
の
誼
披
が
偶
然
唐
皇
帝
の
誼
披
と
一
致
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で、

唐
よ
り
誼
読
の
改
授
を
命

住
B

ぜ
ら
れ
て
唯
々
と
し
て
と
れ
に
従
ふ
等
、

唐
に
敬一

の
態
度
を
示
し
た
の
で
、

唐
・
新
羅
の
闘
係
は
復
嘗
し
た。

殊
に
激
海
が
血〈
っ
て
山
東
bL

侵
略
し、
こ
れ
に
報
復
し
よ
う
と
す
る
唐
の
征
討
軍
は
惨
敗
に
格
ク
た
の
で
、

新
羅
を
し
て
溺
海
の
側
面
を
牽
制
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
政
策
を
と

註
4

り、

新
維
に
劃
す
る
存
撫
政
策
に
力
を
つ
く
し、
と
れ
を
藩一
層
圏
と
し
て
待
遇
し
た。

と
れ
に
封
し
溺
海
も
亦
新
町維
を
牽
制
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
目
的
の
た
め
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う、

紳
亀
四
年
（
武
嬰
王
仁
安
六
年
’

七
二

七）

九
月
は
じ
め
て
そ
の
使
節
高
湾
徳
等
を
日
本
に
派
遣
し
て
入
朝
せ
し
め
た。
し
か
し
そ
の
後
ま
た
激
海
と
唐
と
の
間
が
緩
和
し、

激
悔
は

詫
5

使
を
唐
に
汲
遣
し、

朝
貢
に
名
を
か
り
で
賞
は
圏
際
貿
易
の
利
潤
を
牧
め
る
や
う
に
な
っ
た。

殊
に
大
暦
二
年
ハ
七
六
七）

よ
り
同
十
年
に
至

白 吟 ム－·仏jよ
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訪
日

る
聞
は
最
も
頻
繁
で司
時
に
は
年
に
二
三
由
も
唐
割
に
朝
貢
す
る

有様
で
あ
っ
た。

従
っ
て
日
本
に
劃
し
τ

は
最
早
そ
の
政
治
的
目
的
は
解
消
し
た
わ
け
で
あ
ち
が、
街
ほ
引
績
き
入
朝
を
緩
け、
延
喜
二
十
二
年
（
九
二
二》

性
7

・

に
至
る
百
九
十
五
年
間
に
三
十一一一
回
の
来
朝
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る。
と
の
や
う
に
政
治
的
利
害
関
係
が
消
滅
し
て
も
倫
ほ
且
つ
依
然
と
し
て

来
朝
を
績
サ
た
と
い
ふ
の
は、
結
局
日
本
に
釘
し
朝
貢
と
稀
し
て
来
朝
し、
そ
の
代
償
と
し
て
日
本
の
産
物
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
古
代
的
園

際
貿
易
の

利潤
を
牧
め
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
泣
い。
即
ち
日
本
政
府
に
謝
し
て
は
豹
’
虎
・
熊・
紹
等
の
毛
皮
類
や、
人
参
・
蜜
等

を
献
納
し、
そ
れ
に
謝
す
る
日
本
の
回
腸
と
し
て
絹
・
美
濃
絡・
綿
総
等
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た。
一
例
を
皐
げ
れ
ば、
紳
議
五
年
ハ
七
二

八〉
E
月
入
朝
し
た
勧
海
閥
使
高
舜
徳
等
が
紹
皮
三
百
張
を
献
納
し
た
の
に
謝
し、
我
が
政
府
よ
り
高
持
徳
等
へ
は

線吊
綾
錦
を
賜
は
り、
激
海

往
日

圏
王
へ
わ
信

物色
し
て
は
採
吊一
（U
足
・
絞一
O
疋
・
純
二
O
疋
・
紘
一
O
G
絢
・
綿
ニ
O
O
屯
ポ
贈
ら
れ
た。
つ
ま
り
繊
維
手
工
業
品
と
狩

瀕
品
と
の
交
換
で
あ
り、
必
需
品
と
整
理
品
の
取
引
で
あ
っ
た
の
で
あ
るー
し
か
も
ま
た
溺
海
は
日
本
と
唐
と
の
間
に
あ
っ
て
園
際
的
な
中
纏
貿

易
も
行
っ
た。
つ
ま
り
日
本
か
ら
の
回
賜
と
し
て
獲
得
し
た
も
の
を
唐
朝
へ
の
貢
献
物
の
う
ち
忙
加
へ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。
一
例
を

註
9

f

翠
げ
れ
ば、
唐
の
犬
暦
十
二
年
（
賓
亀
八
年・
七
七
七）
溺
海
の
使
が
日
本
の
舞
女
十一
人
と
方
物
を
唐
の
代自民
に
献
治
し
て
ゐ
る。
乙
れ
は

費
亀
七
年
十一一
周
越
前
闘
に
来
着、
翌
八
年
（
大
暦
十
二
年）
二
月
入
朝、
間
五
月
蹄
因
し
た
溺
海
闘
俊
史
都
蒙
等

恨恐
ら
く
日
本
政
府
よ
り

町山
M川

・

♂

賜
は
っ
て
連
れ
蹄
っ
た
舞
姫
を
直
様
同
年
内
に
唐
割
に
献
む
た
も
の
で
あ
ら
う。
美
女
を
唐
朝
へ
献
じ
た
例
は
新
羅
の
場
合
等
に
も
見
ら
れ
る

数
日・

が、
相
手
園
よ
り
貰
っ
た
舞
姫
を
第
三
園
に
献
守
る
と
い
ふ
例
は
稀
で
あ
っ
て、
と
れ
に
よ
っ
て
見
て
も
溺
海
来
貢
の
本
質
が
如
何
な
る
も
の

か
と
い
ふ
と
と
が
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
うo

以
上
の
如
く
溺
海
図
使
来
朝
の
目
的
は
震
は
園
際
貿
易
の
利
潤
に
あ
っ
た
の
で
あ
る』。
し
か
も
そ
れ
は
乎
工
業
品r
と
狩
猟
乃
至
野
空口聞
と
の、

ま
た

冶需
品
と
者
修
品
と
の
交
換
で
あ
り、
日
本
に
と
っ
て
は
必
示
し
も
有
利
な
貿
易
と
い
へ
な
か
っ
た
こ
と
は
彼
我
の．
貢
献
品
と
回
賜
と
の

質
と
量
と
の
比
襲
に
沿
い
て
明
瞭
で
あ
る
？
従
っ
て
既
に
営
時
の
有
識
者
の
聞
に
も
と
の
不
利
盆
を
問
題
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
0
4

例へ－
ば
天

遣
唐
使
主
新
羅・
溺
海
左いの
関
係
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遣
唐
使
と
親
羅
・

勧
海
左
の

関
係

長
三
年
ハ
八
コ一
六
）
一
二
月、

右
大
臣
藤
原
緒
嗣
が、

溺
海
園
使
の
来
朝
に
関
し
て
意
見
を
漣
ベ
た
中
に
、

偉
問、

鵡
記
云、

夫
践
者
所
以
定
親
疎、

決
嫌
疑、

別
同
呉、

明
是
非
也、

硝眠
不
欝
費、

袖眠
不
険
節、
而
溺
海
容
徒
飯
遼
詔
皆、

濫
以
入

朝、

偏
容
拙
倍、

恐
損
奮
典、

質問見
商
旗、

不
足
隣
客、

以
彼
商
放
震
客
損
圏、

未
見
治
鰻

訴一

と
い
っ
て
ゐ
待。
と
れ
は
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
〉

十
一
周
応
来
朝
し
た
溺
海
圏
一線

日EA
琳
等
を、

そ
の
本
国
へ
溶調理
し
た
我
が

き使
伸
長
一庚

♂，， 
d迫、

岳
等
が、

翌
年
蹄
朝
の
際
鷲
し
た
樹
海
園
王
の
図
書
の
中
に、

渡
海
困
難
に
つ
き、

朝
間朽
の
年
紀
と
使
節
の
人
教
を
規
定
し
て
貰
ひ
た
い
と
申

請
し
て
来
た。

我
が
政
府
は
そ
の
要
請
を
容
れ、

勝
期
を
毎
六
年
一
貫
と
し、

人
敢
に
制
限
を
加
へ
な
い
こ
と
に
定
め
て
と
れ
を
溺
海
に
通
告

し
た。
と
こ
ろ
が
こ
の
申
請
は、

溺
海
が
唐
に
入
賞
し
た
場
合
に
加
へ
ち
れ
た
制
限
規
定
を
逆
用
し、

我
が
歓
心
を
求
め
よ
う
と
し
た
一
片
の

外
交
静
令
に
渇
ぎ札
な
か
っ
た
の
で
、

毎
六
年一

貢
制
を
通
告
す
る
と、

そ
の
不
便
に
困
却
し
た
勘
海
は
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
〉

早
速
大
昌
泰

等
を
来
朝
さ
せ
、

年
紀
が
長
き
に
過
ぎ
る
こ
と
を
訴
へ
、

年
記
の
撤
震
を
申
請
し、

そ
の
申
請
が
容
れ
ら
れ
た。
乙
か
し、

日
本
政
t

肘
と
し
て

は
溺
海
図
使
の
頻
繁
な
来
朝
は、

そ
の
接
待
費
・
回
賜’
に
莫
大
な
費
用
を
要
レ、

園
家
財
政
に
大
き
な
負
擦
と
な
る
の
で
、

天
長
元
年
〈
八
二

詫
MM

四〉
弐
月、

再
び
溺
海
国
使
の
来
朝
に
劃
す
る
制
限
規
定
を
復
活
し
た。

如
上
の
緒
嗣
の
上
表
も
と
の
溺
海
園
使
の
頻
繁
な
来
朝
を
非
難
し
た

も
の
で、

激
海
客
徒
は
朝
貢
と
稀
し
て
来
朝
す
る
が
、

そ
の
本
質
は
外
国
商
人
に
外
か
な
ら
な
い
と
喝
破
し
て
ゐ
る
勲、

ま
こ
と
に
鋭
い
批
判

と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
ん
な
ら
ば
何
故
商
人
に
も
等
し
い
湖
海
使
節
を
閣
賓
と
し
て
優
遇
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く、

逮
夷
を
存
撫
す
る

ノf

と
い
ふ
儒
較
的
外
交
思
想
の
基
調
の
上
に
立
っ
た
か
ら
で
あ
り、
特
に
溺
海
園
使
の
場
合
は、
そ
れ
が
高
句
麗
の
故
地
に
園
を
建
て、

嘗
て
の
高

句
麗
の
党
例
を
復
活
し
て
入
朝
し
た
と
い
ふ
の
で
、

そ
の
来
朝
を
喜
ぶ
風
が
あ
り
、

積
円山
本
紀
に
も
激
海
園
債
を
「
高
麗
の
使」
と
記
し、

溺

梅
玉
を
指
し
て
「
高
麗
王
」
と
呼
ん
で
懐
か
し
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
主
更
に
よ
り
重
大
な
理
由
は
遣
唐
使
と
の
関
係
で
あ
る
Q

既
に
述

ぺ
た
や
う
に、

新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
の
で
、

遣
唐
使
は
北
路
を
捨
て
て
南
路
を
と
っ
て
は
見
た
も
の
の
、

未
だ
浩
地
術
や
航
海
術
の
幼
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稚
だ
っ
た
遺
唐
使
般
に
と
っ
て
は、

海
洋
を
横
断
す
る
南
路
は
海
ム
の
危
険
率
が
高
く、

殆
E
毎
回
遁
臨時
し
て
多
く
の
犠
牲
者
が
績
出
す
る
の

で、

溺
構
図
使
の
来
朝
を
機
曾
に
新
た
に
激
海
路
に
よ
る

使節
の
入
唐
・
蹄
朝
及
び
在
唐
留
畢
生
遼
と
の
連
絡
・
海
外
情
報
の
入
手
等
が
計
聾

さ
れ
た
の
で
あ
る
o

溺
海
路
と
い
ふ
の
は
大
腿
現
今
の
豆
満
江
口
或
は
鏡
城
建
か
ら
出
帆
し、
て
日
本
海
を
横
断
し
、

北
陸
道
に
上
陸
す
る
海
路

で
あ
る。、
そ
し
て
日
本
海
に
は
オ
ホ
ッ
ク
海
か
ら
起
り
間
宮
治体
峡
を
経
て
日
本
海
に
入
り、

沿
海
州
に
沿
っ
て
南
西
に
下
り、

朝
鮮
の
東
海
岸

を
南
下
し、

封
馬
悔
峡
に
沿
い
て、

北
東
流
し
て
ゐ
る
暖
流
の
謝
馬
海
流
に
摩
さ
れ
て
北
折
し
、

裏
日
本
の
沿
岸
に
沿
っ
て
北
東
流
し、
オ
ホ

ツ
グ
溶
へ
戻
っ
て
行
く
寒
流
D
P
マ
ン
治体
流
が
流
れ
て
ゐ
る
関
係
上、

溺
梅
園
使
の
舶
は
朝
鮮
の
東
海
岸
か
ら
北
東
に
折
れ
て
若
狭
・
越
前
・

往
M

能
登
に
着
岸
す
る
の
が
自
然
で
b
り、

時
に
は
越
後
・
出
初
等
に
漂
着
す
る
と
と
も
あ
っ
た。

我
が
政
府
の
規
定
し
た
外
国
舶
の
専
用
港
は
大

宰
府
で
あ
っ
た
関
係
上、

溺
海
園
使
に
謝
し
で
も
筑
紫
這
を
経
由
来
朝
す
べ
古
と
通
告
し
た
が、

如
上
の
航
路
が
順
路
で
あ
る
た
め、

仲
、々
賀

行
芯
れ
な
か
っ

料は

兎
も
角
も
南
路
の
困
難
に
不
便
と
恐
怖
と
を
感
じ
た
政
府
は
勢
い
溺
海
使
節
の
利
用
主
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
営
然

で
あ
る。
と
い
ふ
の
は
営
時
溺
海
と
唐
と
の
関
係
は
平
穏
に
復
し、

唐
文
化
の
輸
入
と
園
際
貿
易
と
を
目
的
色
ず
る
溺
海
は
頻
繁
に
使
を
唐
に

、

沃遣
し、

朝
貢
し
て
を
っ
た
の
で
あ
り、

唐
・
溺
海
間
の
交
通
は
日
唐
聞
の
交
通
よ
り
も
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
天
、

平
五
年
ハ
七
三
三）

遣
唐
大
使
多
治
比
康
成
に
随
行
し
て
入
唐
し
た
遣
唐
使
判
官
平
群
庚
成
は、

翌
六
年
遣
唐
使
舶
に
乗
り
蘇
州
を
出
帆
し
て

蹄
朝
の
途
に
就
い
た
が
）
忽
ち
悪
風
の
た
め
に
昆
罷
闘
機
漂
若
し、

土
民
や
兵
匪
の
迫
害
を
受
段、

百
十
五
人
中
僅
か
に
康
成
等
四
人
の
み
苑

を
免
れ
て
昆
帝
王
の
保
護
を
受
け川、
機
舎
を
得
て
遂
に
股
出
し
て
唐
に
一反
り、

我
が
m田
畢
生
阿
倍
仲
満
呂
の
斡
旋
に
よ
っ
て
唐
朝
よ
り
溺
海
路

を
と
っ
て
蹄
閣
す
る
こ
と
の
許
可
を
得、

山
東
牟
島
の
登
州
よ
り
溺
海
に
赴
い
た
と
こ
ろ、

丁
度
働
海
図
使
が
日
本
へ
向
は
う
と
し
て
ゐ
る
時

日社
目

、

で
あ
っ
た
の
で
、

激
構
図
使
の
舶
に
便
乗
し、

天
平
十
一
年
ハ
七
三
九〉

無
事
蹄
朝
す
る
こ
と
が
出
来
た。

ま
た
天
平
賓
字
三
年
ハ
七
五
九
）

二
局、

蛍
時
入
唐
中
の
遣
唐
大
使
藤
原
河
清
宮
迎
へ
る
た
め
に
唐
へ
遣
す
迦
使
高一
冗
度
を、

来
朝
中
の
溺
海
使
節
揚
承
慶
の
蹄
閣
に
託
し
℃
同

γ
 

酔町

1・

伴
渡
海
さ
せ
て
ゐ
る。
と
の
漣
使
一
行
九
十
九
人
は
溺
海
へ
無
事
に
渡
っ
た
が、

営
時
唐
に
沿
い
て
は
安
珠
山
等
の
叛
鼠
の
た
め
治
安
索
れ
て

け？＝コ

－
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遣
唐
使
左
新
羅
＠

潮
海
乏
の

関
係

四

4聖

危
険
で
あ
っ
た
の
で、
激
海
政
府
は、
高一
苅
度
等
十一
人
の
み
を
使
命
遂
行
の
た
め
唐
へ
遣
し、
判
官
内
蔵
忌
寸
金
成
等
に
は
港
使
高
南
申
を

詫
間回

附
し
て、
同
年
十
月
日
本
に
設
還
し
た。
貨
に
ま
た
天
平
賓
字
八
年
ハ
七
六
四）
新
山維
の
使
節
金
才
伯
等
が
来
朝
し
て
い
ふ
に
は、
唐
靭
の
勅

使
韓
朝
彩
が
溺
海
よ
り
新内
維
に
到
着
し、
前
き
に
日
本
O
留
墜
借
按
融
を
溺
海
へ
詮
っ
て
日
本
へ
師
園
さ
せ
た
が、
そ
の
後一
向
安
着
の
報
が

な
い
の
で、
新
羅
政
府
よ
り
伎
を
日
本
に
派
遣
し
て
戒
融
の
消
息
を
調
査
し
て
欲
し
い
と
い
ふ
の
で
来
朝
し
た
と
越
ぺ
て
ゐ
加。
以
上
の
質
例

に
よ
っ
て
明
か
な
如
く、
遣
唐
使
・
習
皐
生
の
唐
へ
の
往
来
に
は、
激
海
図
使
の
往
復
忙
便
乗
す
る
も
の
が
相
官
あ
っ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る。

そ
の
上
ま
た
日
本
政
府
と
在
唐
留
堅
生
と
の
連
絡
に
も、
激
海
使
節
が
利
用
さ
れ
た。
た
と
へ
ば
延
暦
十
五
年
（
七
九
六〉
来
朝
し
た
溺
格
闘

許庁e

m

使
呂
定
琳
の
蹄
閣
の
際、
政
府
は
沙
金
小
三
百
爾
を
昌
定
琳
に
託
し
て
在
唐
留
事
借
永
出品
の
許
へ
届
け
さ
せ
て
ゐ
る。
ま
た
天
長
二
年
ハ
八
二

五）
激
務
園
使
高
承
組
が
来
朝
の
際、
在
唐
惜
震
仙
が
そ
の
書
献
を
こ
れ
に
託
し
て
日
本
政
府
に
進
め、
政
府
は
ま
た
沙
金
百
雨
を
高
承
組
の

鴎
園
の
際
に
託
し
て
震
仙
の
許へ
屈
け
さ
せ
た

G

溺
海
で
は
こ
の
沙
金
を
朝
唐
賀
E
使
巴
託
し
五
基
山
に
あ
る
襲
仙
の
許
へ
屈
け
さ
せ
た
が、

既
に
そ
の
時
は

震
が
題
化
し
た
後
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
後
年
日
本
政
府
に
報
告
し
て
来

も

一
例
を
翠
げ
れ
ば、
天
平
賓
字
二
年

ハ
七
五
八〉
十
二
月、
建
溺
海
使
小
野
田
守
等
が
溺
海
よ
り
蹄
朝
し
て
唐
の
園
情
を
報
告
し
て
ゐ
る
が、
そ
の
情
報
に
よ
れ
ば、
唐
の
天
賓
十

四
年
ハ
天
平
勝
賢
七
年
・
七
五
五）
十一
月
九
日
御
史
大
夫
兼
花
陽
節
度
使
安
椋
山
が
叛
乱
を
起
し、
串
ら
大
燕
聖
武
皇
帝
と
稿
し、
そ
の
子

安
卿
絡
を
知
蒐
陽
郡
事
と
し、
二
十
徐
高
の
兵
を
引
ゐ
て
洛
陽
に
入
り、
百
官
を
著
置
し
た。
玄
宗
皇
帝
は
難
を
剣
南
に
避
け、
皇
太
子
が
即

最
後
に
我
が
政
府
は
溺
海
図
と
ω
修
交
に
よ
り
溺
海
を
通
じ
て
海
外
の
事
情
を
知
る
機
曾
を
得
弁。

位
し
た。
平
虚
習
後
事
徐
蹄
遣
は
使
を
激
海
に
遣
し、
安
藤
山
討
伐
の
た
め
の
救
援
軍
四
高
騎
の
派
遣
を
求
め
て
来
た。
溺
海
で
は
こ
れ
を
疑

っ
て
そ
の
使
を
抑
留
し
て
障
さ
泣
か
っ
た
と
こ
ろ、
果
じ
て
徐
師
道
も
ま
た
安
藤
山
に
遁
じ
て
叛
旗
を
訴
し
た。
そ
の
後
安
東
都
護
玉
玄
志
が
l

徐
師
道
を
討
減
し、
自
ら
擢
知
平
虚
節
度
使
と
穏
し、
北
干
に
鎖
し、
至
徳

二年（
天
平
賓
字
二
年・
七
五
八）
四
月
使
を
溺
海
に
遣
し、
皇
帝

の
た
め
に
安
藤
山
討
伐
を
計
霊
中
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
救
援
を
求
め
て
来
た
が、
溺
海
園
玉
は
そ
の一一一口
葉
を
直
ち
に
信
事J
る
b
け
に
は
行

、

！
ー；
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か
な
い
の
で、
玄
志
の
使
を
抑
留
し、
目
下
唐
朝
の
異
相
を
探
査
中
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
り、
そ
の
参
考
資
料
と
し
て
唐
玉
率ω
よ
り

薬

園
玉
に
詮
っ
て
京市
た
勅
書
と
稀
す
る
も
の
に
添
献
を
附
し
て
日
本
政
府
に
進
め
て
来
た
Q

そ
こ
で
政
府
は
こ
の
情
報
に
基
い
て、
安
藤
山
は
恐

ち
く
西
を
征
す
る
こ
と
情
出
蕊
な
い
か
ら、
或
は
韓
巴
て
海
東
を
掠
略
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
判
断
を
下
し、
寓

プセ
の
使
が
来
朝
し
た

な
ら
ば、
遁
蛍
に
饗
臆
し
て
そ
の
鋭
鋒
を
避
く
ぺ
き
で
あ
る
と
の
方
針
を
た
て、
犬
宰
府
に
鈎
し
て
饗
一憾
の
準
備
を
怠
ら
ぬ
や
う
に
と
い
ふ
こ

、
と
を
訓
令
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る。

以
上
の
や
う
に、

警
と
の

妻、
一開
園
使
節
の
往
来
と
い
ふ
こ
と
を
通
じ
て

五
と
の
交
通
・

言
。
海
外
情

勢
手
の
便
宜
を
求
め
た

と
い
ふ
の
は、
新
羅
と
の
関
係
悪
化
し
た
た
め、
北
路
を
捨
て
て
南
路
を
と
っ
て
よ
り
以
来、
海
上
の
遭
難
相
績
ぎ、
唐
へ
の
往
来
が
容
易
で

な
く
な
っ
た
こ
と
と、
遣
唐
使
の
派
遣
に
は
莫
大
な
費
用
を
要
し、
園
家
財
政
へ
の
負
擦
が
大
き
い
た
め、
園
家
財
政
が
困
難
と
な
る
に
つ
れ

て
そ
の
負
携
に
堪
へ
ふ
れ
な
く
な
っ
て
来
た
こ
と
と
で
あ
る。
即
ち
そ
の
現
れ
と
し
て
は
遣
唐
使
の
沃
遣
が
前
期
の
お削
明
天
皇
よ
り
斉
明
天
皇

に
至
る
約
三
十
年
間
に
は
四
回
行
は
れ、
平
均
七
年
牟
に一
回
ο
割
合
と
な
り、
実
智
天
皇一
代
は
約
十一
年
間
にコ一
回
で、
平
均
約

四年
に

一
一回
の
割
合、
ま
た
中
期
の
文
武
天
皇
か
ら
孝
謙
天
皇
に
至
る
約
五
十
年
聞
に
四
回
派
遣
さ
れ
た
か
ら、
平
均
十
二
年
宇
に一
回
の
割
合
λ

後

期
の
光
仁
天
皇
か
ら
仁
明
天
皇
に
至
る
約
六
十
年
間
広
三
回
θ
汲
遣
が
あ
っ
た
か
ら、
平
均
二
十
年
に一
回
D
割
合
と
な
る。
ζ
の
う
ち
天
智

品唱ZT

1

天
皇
一
代
は
白
村
江
川り
惨
故
後、
唐
E
の
闘
交
を
調
整
好
輔押
さ
せ
る
と
と
に
カ
を
注
い
だ
の
で
あ
る
か
ち、
そ
の
頻
繁
な
使
節
の
汲
遣
は
営
然

の
こ
と
と
し
て、
と
れ
を
例
外
と
す
れ
ば‘
遣
唐
使
の
派
遣
は
大
韓
前
期
よ
り
中
期
へ、
中
期
よ
り
後
期
へ
と
時
代
が
下
れ
ば
下
る
程
そ
の
減

遣
が
間
遠
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る。
と
れ
は
取
り
も
直
さ
やJ、
そ
の
派
遣
費
が
鴎
庫
に
大
き
涯
負
携
と
な
う
た
か
ら
で
あ
る。
と
う
し
て
遺

唐
使
の
訳
遣
は
技
術
的
見
地
か
ら
も
財
政
的
な
立
場
か
ら
も
容
易で
な
く、
そ
の
汲
遣
が
，次
第
に
杜
絶
え
勝
ち
に
な
っ
た
と
す
れ
ば、
る
の
聞

に
る
っ
て
頻
繁
に
来
朝
す
る
激
海
図
使
に
便
乗
し、
こ
れ
を
利
用
す
る
や
う
に
な
っ
て
来
る
の
は
営
然
の
蹄
結
で
あ
り、
そ
こ
に
国
庫
の
負一
指

を
忍
ん
で
彼
等
を
優
遇
し
た一
因
が
存
在
す
る
の
で
あ
る。
要
す
る
に
白
村
江
の
敗
戦、
謝
外
政
策
の
縛
換
以
来、
遣
唐
伎
の
液
遣
と
い
ふ
ζ

遣
唐
使
左
新
羅・
溺
海
＆
の
関
係

一

五
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遣
唐
使
主
新
羅
・

溺
海
、ι
り
関
係

と
が
外
交
部
門
に
な
げ
る
最
も
大
き
な
仕
事
と
な
っ
て
来
た
の
で
、

新
羅
・

激
海
と
の
外
交
政
策
の
場
合
に
も
、

そ
れ
に
よ
る
遣
唐
使
制
度
。

一
六

引＿，＿ .凶

維
持
乃
至
補
助
と
い
ふ
こ
と
が
考
慮
。
う
ち
に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
勅
溺
海
大
王
武
襲
警
四
遺」

., 
‘ 

ご、

＼ 

、
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fi
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目

5 4 3 2 

文
苑
英
華
四
七
一

、
審
害
問
溺
海
害、

唐
舎
要
九
六 、
激
海

一一一
園
史
記
八 、
新
羅
本
和
八
聖
徳
玉
三
十
二
年
七
月
僚

一一一
園
史
記
八、
新
羅
本
和
八
神
丈
王

同
書
八 、
新
羅
本
初
八
神
丈
王
十
二
年
春
傍

丈
地
英
華
四
七
て
審
害
問 、
新
羅量日

つ刷
新
羅
玉
金
興
光
書一一一
選」

奮
唐
書
列
停 、
溺
海
鞍
鴇

新
唐
香
北
秋
列
停 、
溺
海

奮
唐
書
列
得 、
激
海
鞍
鞠

拙
著
「
日
宋
貿
易
の
研
究」

績
日
本
和
紳
亀
五
年
E
月
甲
寅・
四
月
壬
午
傍

奮
唐
書
列
簿 、
溺
海
鞍
鞠

績
日
本
和
賓
亀
七
年
十
コ
月
乙
日
・
同
八
年
二
月
壬
寅・
五一
月
選〈
酉
僚

一一一
因
史
記
八 、
新
羅
本
組
八
神
丈
王
二
十
二
年一一一
見
僚

1

類
車部
闘
史一
九
回 、
殊
俗
「
潮
海」
下 、
天
長
三
年
三
月
戊
辰
朔
僚

拙
著
「
目
宋
貿
易
の
研
究」

西
村
麗
次
博
士
著
「
日
本
古
代
経
済」
交
換
篇
第
五
珊 、
貿
易

績
日
本
紹
賓
亀
四
年
六
月
戊
辰
保

同
書
天
平
十
一
年
十
一
月
辛
卯
捺

同
署
天
平
賓
宇一一一
年
正
月
了
酉・
二
月
戊
成＠
惑〈
丑
保

問
書
同
年
十
月
辛
亥
僚

同
署
同
八
年
七
月
甲
寅
僚

日
本
初
略
延
暦
十
五
年
五
月
下
未
保

類
東
園
良
一
九
回 、
殊
俗
「
激
海」
下 、
天
長一一一
年
三
月
戊
辰
朔
僚

旗
日
本
後
組
承
和
九
年一一一
月
辛
丑
僚

績
日
本
組
天
卒
賓
字
二
年
十
二
月
戊
申
僚
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